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０１２００１０

自動車教
習所にお
けるエコド
ライブ教習
の実施

道路交通法第９９
条

道路交通法施行
令第３５条

道路交通法施行
規則第３３条

指定自動車教習
所等の教習の細
目に関する規則
第１条

交通の方法に関
する教則

通達「指定自動
車教習所等の教
習の標準につい
て」

　現在行われている教習
の内容については、左記
の法令等及び通達により
定めており、当該通達に
おいて「交通公害の防止
等」を教習内容として定
めており、その中で、急
発進、急ブレーキ、空ぶ
かしによる二酸化炭素等
に排出による地球温暖化
の防止や余計な燃料の
消費の防止を促してい
る。
　また、更新時講習等に
おいては、左記教則を抜
粋・編集した教本を配布
しており、当該教本にお
いて、急発進、急ブレー
キ、空ぶかしによる二酸
化炭素等に排出による地
球温暖化の防止や余計
な燃料の消費の防止を
促している。

E

E：事実誤認
左記のとお
り、提案内容
については
措置済であ
る。

右提案主体か
らの意見に対し
回答されたい。
また、地域が目
指す構想（例：
省ＣＯ２型交通
システム）の実
現を図るため
に、それに資す
る内容の教習
を運転免許講
習時に実施す
ることを自治体
が求めた場合
には、公安委員
会が当該教習
を実施すること
は可能かにつ
いて回答された
い。また、可能
である場合に
は、各県警等に
周知を図られた
い。

エコドライブについては、国の京都議定書目標達成計画
において、「省CO2型交通システムのデザイン」として、普
及促進を図ることとされているが、エコドライブ普及のた
めの環境整備として、広報活動だけではエコドライブの取
組みの普及には限界がある。
エコドライブの普及を図るには、自動車を運転する全て
の者に関係のある運転免許制度の中に、効果的なエコド
ライブの教習・講習を組み込むことが必要である。
御回答のとおり、現在の教則本等において、地球温暖化
の防止やアイドリングストップ等の環境に配慮した運転に
ついて記載されているが、ごくわずかであり、エコドライブ
に関する国民の意識を高め、実際に取り組んでもらうに
は、十分とは言えない。
エコドライブの実効性ある普及を図っていくためには、教
習・講習科目の一項目として明確に位置付け、技能教習
では、例えば、燃費計等の車載器を備え付けた教習車
で、実践的にエコドライブを体験し、その効果を実感して
もらい、エコドライブの定着を図るような講習内容が必要
である。
自動車からの温室効果ガスの排出を削減していくために
は、安全運転に加えて、環境への配慮を交通システムに
組み込んでいくことが必要であり、その対策の一つとし
て、エコドライブの実践に結びつく教習・講習を明確に位
置付け、環境に配慮した運転があたりまえの社会となる
よう再検討いただきたい。

E

前回回答したと
おり、現在でも、
自動車の運転
に関する教習や
講習の内容に
おいて、急発
進、急ブレー
キ、空ぶかしに
よる二酸化炭素
等の排出による
地球温暖化の
防止や余計な
燃料の消費の
防止を促してい
るところ、これ以
上の時限数の
増加等は受験
者等に負担をか
けるため困難で
あると考えてい
る。

右提案主体から
の意見に対し回
答されたい。
また、福井県が
県内の各教習所
に対し、運転免
許教習とは別に
エコドライブ教習
の追加実施を働
きかけることは
可能か、例え
ば、運転免許取
得に併せて、エ
コドライブ教習を
修了した者にエ
コドライブマーク
を交付するなど
独自のインセン
ティブ制度を設
けることによって
当該エコドライブ
教習の受講を促
すことは可能か
について回答さ
れたい。

御回答いただいた受験者等の負担増の問題について
は、自動車を運転する者のエコドライブに取り組む必要
性、重要性や、エコドライブによるCO2削減効果をどう
捉えるかによると考える。
　海外では、オランダ、スイス、ドイツなどで、運転免許
取得時における教習カリキュラムにエコドライブ教習を
組み込むなどして、効果的な受講推進を展開している
（補足資料：省エネルギーセンター資料P14、18）。
　日本においては、関係省庁や省エネルギーセンター、
JAF(日本自動車連盟)、NEDO（新エネルギー・産業技
術総合開発機構）など様々な機関がエコドライブの普及
啓発に努めているが、エコドライブを一般的に普及させ
ていくには、海外の例のように、運転免許制度の中に組
み込んでいく必要がある。
　京都議定書目標達成計画では、関係4省庁（警察庁、
経済産業省、国土交通省、環境省）のエコドライブ普及
連絡会を中心とした広報活動等により、国民の意識向
上を図り、エコドライブ普及のための環境整備を行うとさ
れている。
　この環境整備のひとつとして、エコドライブの実践に結
びつく教習・講習を運転免許制度の中に組み込むこと
について、再度御検討をお願いしたい。

（補足資料）
　アイドリングストップ等実施事例海外調査（平成15年3
月）財団法人省エネルギーセンター

Ｅ

前回までの回答のとお
り、現在でも、自動車の
運転に関する教習や講
習の内容において、急
発進、急ブレーキ、空ぶ
かしによる二酸化炭素
等の排出による地球温
暖化の防止や余計な燃
料の消費の防止を促し
ているところである。
また、教習所が独自
に、急発進、急ブレー
キ、空ぶかしによる二
酸化炭素等の排出によ
る地球温暖化の防止や
余計な燃料の消費の防
止を促す教育を行うこと
については、規制され
ておらず、現在でも対
応可能である。
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　１０～１５％の
二酸化炭素排
出削減効果が
あるといわれて
いるエコドライブ
（環境に配慮し
た自動車の使
用）を推進する
ために、現在、
法令で定められ
ている運転免許
取得時の教習
科目の基準細
目に、エコドライ
ブに関する項目
を加え、運転免
許取得時にエコ
ドライブ教習の
実施を可能とす
る。

　自動車教
習所での
教習（技能
教習・学科
教習）にお
けるエコド
ライブ教習
の実施お
よび免許
更新時講
習や高齢
者講習、普
通車講習
におけるエ
コドライブ
講習の実
施

福井県
省CO2型
交通シス
テム構想


